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選挙事務所の設置について 

 

【選挙事務所設置のための事前手続き】  
 

 選挙事務所を新たに建てる場合には  

 

１ プレハブであっても、建築確認申請が必要です。  
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２ 建設場所が農地である場合は、農地法の手続きが必要と  

なりますので、農業委員会にご相談ください。  

 鹿屋市農業委員会 電話 ０９９４－３１－１１３１  


